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瑞穂町廃棄物減量等推進審議会委員募集
　町では、廃棄物の処理および再利用について、広く町民の意見を聞く等、町民参加を求め、ごみ処理における基本方
針やごみの減量を促進するため、審議会委員を募集します。

　　　　　連絡先を明記の上、生活環境課（役場2階）へ
　　　　　提出してください。（直接持参するか、郵送ま
　　　　　たはメールでお願いします。提出いただいた
　　　　　レポートはお返ししません）
レポートテーマ　「ごみの減量について思うこと」
提　出　先
　〒190－1292　瑞穂町大字箱根ケ崎2335
　瑞穂町 住民生活部 生活環境課 清掃管理係
　メールアドレス　kankyo@town.mizuho.tokyo.jp
応募期間　4月1日㈬～5月8日㈮必着

問合せ　生活環境課　  557―7706

任　　　期　6月1日～平成23年5月31日
会　議　等　年間2回程度
報　　　酬　会議の出席に応じてお支払いします。
募集人数　1名
応募資格　次の条件を満たす方
　(1)町内在住の20歳以上の方
　(2)環境問題や清掃行政に関心のある方
　(3)平日に開催される会議に出席可能な方
応募 方 法　レポート(様式は問いません)を800字以内
　　　　　　にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、

　町の豊かな自然環境を守り、次代を担う子どもたちに継承するとともに、自らの立場での環境に配慮した行動と、
相互の協働によって環境保全への取り組みを進めるため、環境基本計画を策定しました。

■環境基本計画とは
　地球温暖化をはじめとする環境問題を改善するため
には、町民・事業者・町が一緒になり、ライフスタイルの
見直しや経済活動における環境への配慮など、総合的
な環境対策を進めていく必要があります。
　環境保全に対するさまざまな取り組みを具体化した
ものがこの計画です。
　■策定の理由
　平成19年4月に施行した瑞穂町環境基本条例第七
条の規定により、町は、環境の保全等に関する施策の
総合的かつ計画的な推進を図るため、瑞穂町環境基
本計画を定めることとされています。
　この環境基本条例にある次の三つの基本理念を具
体化し、策定しました。
①環境の保全等は、町民が健康で安全かつ快適に暮
　らすことができる良好な環境を確保し、これを将来
　の世代へ継承していくことを目的として行わなけれ
　ばならない。
②環境の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷
　の少ない持続的発展が可能なまちづくりを目的とし
　て、すべての者の積極的な取り組みと相互の協力に
　よって行わなければならない。

③地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境
　に深くかかわっていることから、すべての日常生活お
　よび事業活動において積極的に推進されなければ
　ならない。

■皆さんの意見をもとに策定
　本計画は、公募等によりお集まりいただいた町民の
皆さんや農・工・商業からの選出者、学識経験者により
組織された瑞穂町環境審議会の中で、議論を重ねてき
ました。また、アンケート調査や意見提出など、皆さんか
らの貴重なご意見、提言をもとに策定したものです。

■概要版を全戸配布します
　町民の皆さんに本計画の内容をご理解いただき、計
画を円滑に推進していくため、町内全戸に本計画の
「概要版」を配布します。
　ぜひご覧いただき、取り組みにご協力いただきますよ
うお願いします。
　計画の詳細な内容が
掲載されている本編は、
町ホームページに掲載し
ます。

問合せ　生活環境課　  557―0544

瑞 穂 町 環 境 基 本 計 画 策 定
自然とふれあい、安心して暮らせるまち　みずほ
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４月１日から家電リサイクル法の対象機器が追加
　家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）で、従来の対象機器であるブラウン管テレビ、エアコン、洗濯機、冷
蔵庫・冷凍庫に加え、4月1日から「液晶テレビ・プラズマテレビ」「衣類乾燥機」が新たに対象機器に追加されました。
　これまでと同様に、リサイクル料金を支払い、小売店か指定引取場所（立川市他）に引き渡すことになります。

①家電販売店にお願いする場合
　購入した販売店や、買い替えのときに販売店へリサイ
クル料金を支払い、引き取ってもらうことができます。

③ご自分で指定引取場所まで搬入する場合
　郵便局で家電リサイクル券の払込書の手続きをし、
指定引取場所まで直接搬入する。この場合は収集・運
搬料金は掛かりません。指定引取場所については、生
活環境課清掃係へお問い合わせください。

★家電４品目対象機器

★家電リサイクル法での役割

557―7706問合せ　生活環境課

★リサイクル料金目安

従来の家電リサイクル対象機器

※製造各メーカーの料金については、

上記の料金のほかに、収集・運搬料金が掛かります。

★処分の方法

新たに加わる家電リサイクル対象機器

使った人
（費用を支払う人）

作った人
（リサイクルをする人）

リサイクル料金の支払い 収集運搬料金 再商品化等料金

※製造メーカーにより
   料金が異なります。

※業務用は対象外です。　
※町では回収、処分することはできません。

（税込）　

テレビ
約1,785円～2,835円

冷蔵庫・冷凍庫
約3,780円～5,869円

エアコン
約2,625円～3,664円

洗濯機・衣類乾燥機
約2,520円～3,444円

廃家電を引き渡す 引き取った廃家電をリサイクルします

ブラウン管式
テレビ

エアコン 冷蔵庫
冷凍庫洗濯機 衣類乾燥機

「財団法人家電製品協会　家電リサイクル券センター」

http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_price.html（リサイクル料金）
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/pre_tokyo.html（指定引取場所）

へお問い合わせください。　　  ０１２０－３１９６４０

②収集運搬業者にお願いする場合
　買い替えではない場合、町内収集運搬許可業者（㈱
コヤマ　  557―0325）にお願いできます。
　この場合は、リサイクル料金のほかに収集運搬料金
が掛かります。

液晶テレビ（携帯テレビ・
カーテレビ・浴室テレビ等
は除きます）

プラズマテレビ

小売業者
売った人（収集・運搬する人）

プラス

廃家電を引き取り、指定引取
場所に運びます

排出者（消費者） 製造業者等
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12月10日から
JR八高線 ダイヤが改正されます

上り（拝島・八王子方面）　　　　　　　　　　　下り（  高麗川・川越方面）

　　　　　　　　  平　日　　　　  　時　　　　　平　日
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

土 曜 ・ 休 日 土 曜 ・ 休 日
31

54　東42　　　25　　03
　55　　31　　東19　　06

　53　　　22　　11
　　42　　21

　53　　　31　　14
　38　　12
　39　　12
　38　　12
　38　　12
　49　　12

　　59　　　23　△03
　55　　26
　52　　13

　42　拝△23　　10
　39　　15

　拝42　　　20　　06
　　39　　10
19　拝06

　●09　　　39　麗●50
　　12　　麗25　　●38　52
　●05　　○31　　●55
　　12　　●31　　　53
　　10　　●30
　　00　　　31
　　01　　●28
　　02　　●28
　　01　　　28
　●01　　　28　　
　　01　　●28
　麗12　　●43
　○00　　　26　麗●44
　　21　　●42
　●32　　　51　　
麗○17　　麗41　　●56
　　30
　○00　　　42
　　06　　麗46

3月１５日　ダイヤ改正JR八高線　JR八高線　
箱根ケ崎駅時刻表箱根ケ崎駅時刻表
JR八高線　
箱根ケ崎駅時刻表

　3月14日にＪＲのダイヤ改正がありましたので、お知らせします。
　町では、公共交通の充実を目指して要望活動を行っています。

30
45　25　　03

特39　20　　08
58　36　21　　00

43　　22
54　31　　14

41　　18
38　　12
39　　13
39　　13
48　　12
54　　28
33　　16

44　20　　00
40　　08
44　　24

拝47　20　　07
拝58　37　　10

19

△

　09　　39　●53
　12　●34　麗53
　08　○29　●59
　22　●34　　59
　10　●31
　00　　31
　03　●28
　01　●28
　01　　28
　01　　28
　01　●35
　11　●44
　03　麗33　●50
　20　●44
　28　　51
○13　麗33　●52
　30
　00　　35
　07　麗46

●

○

○

●

●

●

麗

麗

麗

特…青梅特快東京行　東…快速東京行　拝…拝島行
△…当駅始発　無印…八王子行

麗…高麗川行　無印…川越行　●…高麗川で高崎行に連絡
○…高麗川で小川町行に連絡
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